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〇普通徴収申請書の記載要領

【給与支払報告書を書面で提出する場合】
①普通徴収を申請する従業員の方の個人別明細書の摘要欄に、上記略号のＡ～Ｆを記載してください。
 　なお、略号Ａのうち退職者、Ｄの乙欄該当者については、略号の記載を省略することもできます。

②普通徴収申請書の提出がない場合、特別徴収となります。

【給与支払報告書をｅＬＴＡＸや光ディスクで提出する場合】

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

給与の支払いがない月がある者

退職者又は退職予定者（５月末まで）

給与受給者総数が２人以下
※全従業者からＡ～Ｅの該当者を除く人数

事業専従者（事業主が個人の場合該当）

他の事業所から特別徴収されている者（乙欄該当者）

年間の給与支払額が930,000円以下の者

◆重要

○普通徴収を申請する従業員の方の個人別明細書の摘要欄に、上記略号のＡ～Ｆを記入してください。

○上記要件に該当する従業員の方であっても、特別徴収することができる場合は申請の必要はありません。

④ｅＬＴＡＸや光ディスクで給与支払報告書を提出する場合、この申請書の提出は不要です。
　ただし、上記③の入力がない場合、書面での提出と同様に特別徴収となります。

【共通事項】

⑤申請要件に該当する従業員の方であっても、特別徴収が可能な場合は申請の必要はありません。

⑥Ｆ欄は、他市町村を含む全従業員数からＡ～Ｅに該当する従業員数（他市町村を含む）を除いた人
数が２人以下の場合申請ができます。ただし、人数はこの申請書を提出する市町村に居住する従業員
数を記載してください。

⑦一人の従業員の方が複数の項目に該当する場合は、略号の上位の項目で申請してください。

※市町村により様式等が異なる場合がありますので、提出の際は各市町村ホームページ等でご確認く
ださい。

③普通徴収を申請する従業員の方の個人別明細書の普通徴収項目にチェック（光ディスクの場合は、
普通徴収コード入力）を行い、摘要欄にも書面による提出と同様に上記略号のＡ～Ｆを入力してくだ
さい。
　なお、略号Ａのうち退職者、Ｄの乙欄該当者については、略号の入力を省略することもできます。
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名称又は氏名
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人普通徴収申請書　合計人数

略号 理　　　由

人

同上の
所在地

給 与 支 払 報 告 書　（総括表）

  赤　村  長 殿 令 和 年 月 日 提 出 種 別 整理番号

給与支払者の
法人番号又は

個人番号

受給者総人員

【提出期限】

連絡者の氏名
及び所属課係
名ならびに電話
番 号

　　　　課　　　　　　　　　　係
特別徴収税額の
払い込みを希望
する金融機関

(名　称）

氏名
（所在地）

(　　　　　　　-　　　　　　　-　　　　　　　　）

フ リ ガ ナ

毎年１月３１日（ただし、提出期限が休日になる場合は翌平日に振り替えます。）
※できるだけ早めにご提出くださいますようご協力をお願いいたします。

【提出先】

〒８２４－０４３２
福岡県田川郡赤村大字内田１１８８番地

赤村役場　住民課　税務係

作成税理士名
特別徴収納入書 1． 要　　　　　2．　不要

電 話 番 号 (　　　　　　　-　　　　　　　-　　　　　　　　）

※平成２９年度より福岡県内全市町村が一斉に特別徴収義務者の指定を徹底
することとなりました。普通徴収の対象者がいる場合は、必ず普通徴収申請書を
提出してください。

○普通徴収申請書の提出がない場合、特別徴収となります。　　　

普通徴収申請書（福岡県内市町村用）

報
告
人
員

特 別 徴 収 人
所 得 税 の 源 泉
徴 収 を し て い
る 事 務 所 又 は
事 業 所 の 名 称

普通
徴収

退職者 人

その他 人

合　　　計 人

 この申請書以降の者は、下記理由により特別徴収できないため、普通徴収として申請します。

赤村長宛

指定番号

事業所名     

人数

(〒　　　　　　－　　　　　　　　）
所属税務署 税務署

給与の支払
の方法及び
そ の 期 日給 与 支 払 者 が 法

人 で あ る 場 合 の
代 表 者 の 氏 名

（普通徴収）

（特別徴収）

総括表

個人別明細書

普通徴収申請書

※一束にしてご提出ください。

個人別明細書

【提出方法】


